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生活の場が決まれば、後見人が契約をします。このよ

うに福祉サービスを利用する時等は、市町村や事業所

と連携を取りますが、後見人は本人との間に入って調

整する役割ではなく、本人の代弁者として本人の代わ

りに手続きや契約を行う立場であることを念押しさ

れていました。 

そして最後に後見人の役割の大事な点として、次の

４つのポイントを挙げられました。 

・本人の権利擁護が最も重要な成年後見人の役割で 

ある。 

・財産管理はあくまでも本人の生活のためになされ

るべきである。 

・必要な視点は「本人の代弁」である。 

・サービス事業所や施設、職員にもきちんと物を申

すことが大切になる。 

今回もわかりやすいお話で、身上監護についてよく

理解できました。親亡き後、本人が希望する生活が送

れるように、後見人を誰に担ってもらうのか。親が元

気なうちに、しっかり考えていかなければならないと

思いました。 

 

 

 

７月１５日（金）に舞洲障がい者スポーツセンター

を利用して第１回育成園合同運動会を行いました。 

今までは事業所単体で運動会を開催していたとこ

ろもありましたが、合同での運動会は初めての開催で

した。慣れない中での開催でしたが、各事業所の中堅

職員が集まり、その中に若い職員も混ざり検討を重ね

てきました。 

当日は２６０人を超す利用者と職員が集まり、デカ

パン競走や大玉ころがし等の競技を楽しみました。中

でもパン食い競走は、本日のメインイベント並みに利

用者の方も真剣勝負の様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の育成園合同運動会では、利用者の方も職員も

事業所間の交流が出来、今後の行事運営や業務でも共

同して出来る可能性が広がったように感じました。 

 来年度も引き続いて合同運動会の開催が出来れば

と思いました 

 

 

 

 

 

≪レクリエーション（本人活動支援）について≫ 

ボウリング教室 

８月は休会です。 

≪拡大支部連絡会のお知らせ≫ 

８月の支部連絡会は、全国手をつなぐ育成会連合会 

政策委員の又村あおい氏をお招きし、４月から施行され

た「障害者差別解消法」のお話しをしていただく予定に

しています。 

それに伴ない、通常、午後１時から始めている支部連

絡会を、８月は午後１２時３０分から開催し、午後１時

から又村氏のお話しをお伺いする予定です。 

※午前中の学習会はありません。 

※配布資料の準備の都合により、ご参加される場合に

は、お申し込みを８月１０日までにしてください。 

・日 時：８月１８日（木）１３：0０～１５：００ 

・テーマ：『 障害者差別解消法ってなに？ 

～ 法の概要とポイント ～ 』 

・講 師：全国手をつなぐ育成会連合会 

政策委員 又村 あおい 氏 

≪訃報≫ 

去る、７月２日（土）に大正区支部の生島 成子 様が

ご逝去されました。 

慎んでお悔やみ申しあげ、ご冥福をお祈り致します。 

活動日 内容 

6/16 
平成２８年度 大阪市安全なまちづくり 
推進協議会（大阪市役所） 

6/21 
全国手をつなぐ育成会連合会 
２０１６年度定時総会 
（フクラシア品川クリスタルスクエア） 

6/26 
第４回 （一社）大阪市肢体障害者協会 
総会（長居障がい者スポーツセンター） 

6/28 
難波支援学校 第１回学校協議会 
（難波支援学校） 

7/2-3 
第３回 全国手をつなぐ育成会連合会 
全国大会（神奈川大会） 
（神奈川県横浜市） 

7/9 
第１回 大阪市障がい者スポーツセンター 
運営委員会 
（長居障がい者スポーツセンター） 

大阪市育成会会員だより 

活動報告（６月１６日から７月１５日まで） 

第１回育成園合同運動会を行いました 

  港第二育成園 副主任 瀬川 慶 

 


